
 

 
 

 

平成 30 年度 保険料水準の統一に向けた各市町の取組状況について 

（平成 30 年６～７月調査〔保険料の本算定時〕）  １ 概要  市町国民健康保険の保険料（税）については，全市町が合意し策定した「広島県国民健康保険運営方針（平成 29年 12 月）」に基づき，①「負担の見える化」（＝毎年度，県が示す標準保険料率を参考に，市町は料率を決定）と，県内被保険者間の②「負担の公平性」（＝統一保険料率）を図っていくこととしている。   統一保険料率の実現に向けては，まず，平成 30 年度から６年間の激変緩和措置期間終了後に，統一保険料率をベースに市町ごとの収納率を反映した「準統一の保険料率」とし，その後，収納率が市町間で均一化したと見なされる段階で，「完全な統一保険料率」を目指すこととしている。 この度，各市町の統一保険料率に向けた県単位化後の初年度（平成 30 年度）の取組状況をとりまとめたので，報告する。  ２ 各市町の取組状況 制度改革後（平成 30 年度～）では，国保財政に必要な財源を県で一本化し，算定することから， 各市町が設定する保険料率は，県が示す市町村標準保険料率を参考に決定する仕組みとなった。  （１）各市町の料率設定状況（詳細は，別紙１のとおり。）  ア 平成 30 年度の料率決定をみると，県が示す市町村標準保険料率に比べ，次のような傾向がみられる。 応能応益割合 応能割合〔所得割率〕が高く，応益割合〔均等割額，平等割額〕が低い。 ※市は応能〔所得割率〕が高いが，町は応益〔均等割額，平等割額〕が高い。 応益内訳 均等割額〔被保険者数割〕が低く，平等割額〔世帯数割〕が高い。  イ 次の２市については，料率据え置きとしている。 対応方針 対象市町 料率据え置き 三次市，廿日市市  （２）市町間の保険料額の格差状況    モデル世帯を設定して，制度改革前（平成 29 年度）と平成 30年度の保険料額を試算すると，市町間の保険料格差が縮小（H29：1.50 倍⇒H30：1.39 倍）し，保険料水準の平準化が進んでいる。    【試算モデル】 《夫婦２人（63 歳）》 年金収入；夫 17 万円/月（年間所得 1,155 千円），妻 10 万円/月（年間所得 500 千円），固定資産税なし 平成 29 年度 （市町単位） 平成 30 年度 （県単位化）  （準統一の保険料率） ※格差は，市町間の収納率の差である。 上段：高い市町 下段：低い市町 保険料額 格差 上段：高い市町 下段：低い市町 保険料額 格差 上段：高い市町 下段：低い市町 保険料額 格差  呉市 262,425円 1.50 倍  呉市 251,978円 1.39 倍  

広島市 260,269円 1.11 倍 大崎上島町 175,490円 神石高原町 180,868円 神石高原町 234,123円   ※平成 28 年度厚生年金平均支給額：男性約 17 万円/月，女性約 10 万円/月   
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（３）資産割の廃止時期    算定方式の統一（３方式）により，資産割のある 18市町は，平成 30 年度から６年間の激変緩 和措置期間内に，計画的に廃止を行う。  なお，廿日市市については，廃止時期を検討している。    廃止時期 経過措置 対象市町 平成 29 年度末で廃止 なし 6 市町 竹原市，尾道市，大竹市，熊野町， 坂町，安芸高田市 平成 30 年度中に検討 5 年間で検討 1 市 廿日市市 平成 32 年度末で廃止 料率の調整に より，3年間 １町 神石高原町 平成 33 年度末で廃止 料率の調整に より，4年間 １市 三原市 平成 35 年度末で廃止 料率の調整に より，6年間 8 市町 三次市，庄原市，府中町，海田町， 江田島市，安芸太田町，北広島町， 大崎上島町 平成 36年 6 月議会で 廃止 料率の調整に より，6年間 1 町 世羅町 ※資産割のない５市（広島市，呉市，福山市，府中市，東広島市）  （４）準統一の保険料率の実現に向けた，各市町独自の激変緩和措置状況    平成 30 年度から６年間の激変緩和措置期間内では，制度改革による影響の緩和とともに，被保険者の保険料負担が急増とならないよう，各市町の政策判断により，基金等の自己財源を活用して，保険料率の決定を行うことが可能な仕組みとしている。          《保険料（税）の計画的な引上げが必要な場合（各市町が行う財源調整のイメージ）》  
〔県〕 ○ 毎年度，激変緩和措置を適用した後，①標準保険料率の算定に必要な保険料水準に加え， 本県独自として，市町毎に目標となる水準となる，②統一保険料率による算定ベースに， 各市町の収納率を反映した「準統一の保険料水準」を示す。 〔市町〕 ○ 準統一の保険料率を見据え，毎年度，県が示す標準保険料率を参考に，激変緩和措置を 行うための財源を確保し，①´ 当年度保険料額を確保するために必要な料率を設定する。 

①①①① ①´①´①´①´ 激変緩和措置【丈比べ】 激変緩和措置本来集めるべき保険料 保険料保険料保険料保険料保険料保険料保険料保険料
【28年度】 【30年度】 【30年度】 【31年度】 【35年度】保険料 保険料 保険料額 保険料額 統一保険料決算額 収納必要額 （本算定） （本算定） 率ベース（毎年度算定）

１人当たり保険料額 保険料で保険料で保険料で保険料で財源確保財源確保財源確保財源確保
②②②②《ポイント》《ポイント》《ポイント》《ポイント》１人当たり保険料額

現　行保険料 介護分 保険料で保険料で保険料で保険料で財源確保財源確保財源確保財源確保
目標となる保険料水準目標となる保険料水準目標となる保険料水準目標となる保険料水準※毎年度算定※毎年度算定※毎年度算定※毎年度算定

一般会計一般会計一般会計一般会計繰入等繰入等繰入等繰入等　　　保険料引上げ　　　の範囲
　標準保険料率の算定に　必要な保険料水準 各市町が決定する保険料額１人当たり保険料額

保険税軽減分保険税軽減分 ・　・　・　・　・　・　・保険税軽減分 医療分 保険税軽減分
後期分医療分 保険税軽減分
一般会計一般会計一般会計一般会計繰入等繰入等繰入等繰入等１人当たり保険料額 介護分後期分医療分

一般会計一般会計一般会計一般会計繰入等繰入等繰入等繰入等介護分後期分
保険料で保険料で保険料で保険料で財源確保財源確保財源確保財源確保

保険料水準の差準統一の保険料水準を見据え，準統一の保険料水準を見据え，準統一の保険料水準を見据え，準統一の保険料水準を見据え，各市町が実施する激変緩和措置各市町が実施する激変緩和措置各市町が実施する激変緩和措置各市町が実施する激変緩和措置の財源確保の財源確保の財源確保の財源確保
料率引上げ



 

○ 基金等の自己財源を活用し，保険料負担の調整を行った市町一覧（平成 30 年度算定結果）  【単位：上段（総額），下段（一人当たり）】 対象市町 Ａ：調整後の標準保 険料率の算定に 必要な保険料総額 Ｂ：市町が賦課した 保険料総額 差引（Ｂ－Ａ） 財源確保対策 1 広島市 27,792,231,696 円 （139,947 円） 27,574,347,000 円 （138,394 円） △ 217,884,696 円 （△ 1,553 円） 法定外一般会計繰入 2 呉市 4,832,606,473 円 （126,927 円） 4,824,835,152 円 （125,436 円） △ 7,771,321 円 （△ 1,491 円） 財政調整基金取崩 3 竹原市 662,893,507 円 （122,560 円） 611,140,090 円 （114,781 円） △ 51,753,417 円 （△ 7,778 円）   〃 4 三原市 2,244,271,711 円 （126,455 円） 2,179,757,670 円 （122,387 円） △ 64,514,041 円 （△ 4,068 円）   〃 5 尾道市 3,408,257,532 円 （124,599 円） 3,289,808,102 円 （120,280 円） △ 118,449,430 円 （△ 4,319 円）   〃 6 福山市 10,870,219,266 円 （129,753 円） 10,310,321,741 円 （123,780 円） △ 559,897,525 円 （△ 5,974 円）   〃 7 府中市 876,569,888 円 （126,565 円） 866,402,642 円 （124,075 円） △ 10,167,246 円 （△ 2,490 円）   〃 8 三次市 1,186,354,006 円 （128,551 円） 1,017,141,098 円 （112,111 円） △ 169,212,908 円 （△ 16,440 円） 法定外一般会計繰入 財政調整基金取崩 9 大竹市 745,069,350 円 （133,538 円） 730,855,188 円 （125,570 円） △ 14,214,162 円 （△ 7,968 円） 財政調整基金取崩 10 府中町 1,068,752,832 円 （135,604 円） 1,044,139,126 円 （134,462 円） △ 24,613,706 円 （△ 1,142 円） 収納率の向上 （標準 93.96％⇒目標 96.1％） 11 海田町 575,703,746 円 （124,154 円） 547,752,825 円 （116,621 円） △ 27,950,921 円 （△ 7,533 円） 財政調整基金取崩 12 江田島市 745,434,683 円 （131,304 円） 669,487,295 円 （125,323 円） △ 75,947,388 円 （△ 5,981 円）   〃 13 廿日市市 3,038,707,342 円 （139,297 円） 2,880,205,039 円 （127,827 円） △ 158,502,303 円 （△ 11,470 円）   〃 14 安芸太田町 147,387,924 円 （108,960 円） 144,568,053 円 （105,619 円） △ 2,819,871 円 （△ 3,341 円）   〃 15 安芸高田市 725,746,053 円 （130,813 円） 672,631,541 円 （126,642 円） △ 53,114,512 円 （△ 4,171 円）   〃 16 東広島市 4,014,222,188 円 （132,388 円） 3,783,675,669 円 （123,533 円） △ 230,546,519 円 （△ 8,855 円）   〃 17 大崎上島町 201,694,886 円 （124,776 円） 180,989,992 円 （107,454 円） △ 20,704,894 円 （△ 17,321 円） 法定外一般会計繰入 財政調整基金取崩 18 世羅町 364,550,295 円 （115,959 円） 363,362,600 円 （117,168 円） △ 1,187,695 円 （ 1,210 円） 繰越金(前年度剰余金) 19 神石高原町 188,574,135 円 （102,045 円） 180,330,400 円 （100,703 円） △ 8,243,735 円 （△ 1,342 円） 財政調整基金取崩 ※保険料総額（及び一人当たり）は，市町毎に収納率を加味し加算しているため，その分高めとなっている。  （５）赤字削減・解消計画の対象市町  平成 30年度の市町当初予算において，赤字削減・解消計画の対象（県が示す保険料収納必要額 を，保険料（税）で確保せず，一般会計等繰入金で予算計上したもの〔決算補填目的の繰入〕) となった市町は，３市町である。 国保財政を安定的かつ健全な運営を行うには，「法に基づく公費等」と「適正な保険料負担」に より財源を賄うことが必要であり，こうした赤字については，計画的に削減・解消が求められる。  対象市町 予算計上額 （一般会計繰入額） 備 考 広島市 541,445千円 赤字総額（934,413 千円） ・保険者努力支援制度（市町村分）の一部 392,968 千円を充当し た上で，不足分を繰入 三次市 80,000千円 赤字総額（157,470 千円） ・財政安定化基金の取り崩しにより，77,470 千円を充当した上で， 不足分を繰入 大崎上島町 13,319 千円 赤字総額（13,319 千円） ・全額一般会計繰入で対応  



所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割(％) (％) (円) (円) 前比 (％) 前比 (％) 前比 (円) 前比 (円) (％) (％) (円) (円) ポイントポイント (円) (円) (％) (％) (円) (円) ポイントポイント (円) (円)医 7.96 － 24,711 27,174 ↓ 7.71 － － ↑ 25,210 ↑ 27,220 7.40 － 29,666 20,669 △ 0.31 － 4,456 △ 6,551 7.73 － 31,004 21,601 0.02 － 5,794 △ 5,619後 2.35 － 7,545 8,297 ↓ 2.32 － － ↑ 7,692 ↑ 8,305 2.42 － 9,709 6,764 0.10 － 2,017 △ 1,541 2.49 － 10,018 6,979 0.17 － 2,326 △ 1,326介 2.24 － 8,612 6,741 ↓ 2.02 － － ↑ 8,617 ↓ 6,658 2.11 － 10,913 5,007 0.09 － 2,296 △ 1,651 2.11 － 10,965 5,030 0.09 － 2,348 △ 1,628医 8.20 － 22,200 21,600 ↓ 7.60 － － － 22,200 － 21,600 7.27 － 29,168 20,322 △ 0.33 － 6,968 △ 1,278 7.29 － 29,235 20,369 △ 0.31 － 7,035 △ 1,231後 3.50 － 9,120 8,880 ↓ 3.25 － － － 9,120 － 8,880 2.29 － 9,189 6,402 △ 0.96 － 69 △ 2,478 2.35 － 9,446 6,581 △ 0.90 － 326 △ 2,299介 3.00 － 8,520 6,000 ↓ 2.80 － － － 8,520 － 6,000 1.94 － 10,046 4,609 △ 0.86 － 1,526 △ 1,391 1.99 － 10,339 4,743 △ 0.81 － 1,819 △ 1,257医 7.60 19.00 26,400 20,000 ↓ 7.15 － － 26,400 ↓ 19,974 7.15 － 28,669 19,974 0.00 － 2,269 0 7.24 － 29,041 20,233 0.09 － 2,641 259後 2.60 6.00 9,100 6,800 ↓ 2.24 － ↓ 9,017 ↓ 6,282 2.24 － 9,017 6,282 0.00 － 0 0 2.34 － 9,383 6,538 0.10 － 366 256介 2.90 5.00 9,700 7,900 ↓ 2.12 － ↑ 10,996 ↓ 5,045 2.12 － 10,996 5,045 0.00 － 0 0 1.98 － 10,270 4,712 △ 0.14 － △ 726 △ 333医 7.00 10.00 23,600 23,200 ↑ 7.11 ↓ 8.00 ↑ 26,580 ↓ 19,872 7.11 － 28,522 19,872 1,942 0 7.26 － 29,112 20,283 2,532 411後 2.60 1.00 8,500 7,700 ↓ 2.31 ↓ 0.00 ↑ 9,270 ↓ 6,459 2.31 － 9,270 6,459 0 0 2.34 － 9,406 6,553 136 94介 2.70 1.00 9,500 6,600 ↓ 1.91 ↓ 0.00 ↑ 9,904 ↓ 4,544 1.91 － 9,904 4,544 0 0 1.99 － 10,295 4,723 391 179医 7.05 14.00 23,400 20,400 ↑ 7.28 － ↓ 23,040 ↓ 20,320 7.04 － 28,239 19,674 △ 0.24 － 5,199 △ 646 7.28 － 29,195 20,341 0.00 － 6,155 21後 2.77 2.00 9,000 6,840 ↓ 2.35 － ↑ 9,240 ↓ 6,560 2.31 － 9,288 6,471 △ 0.04 － 48 △ 89 2.35 － 9,433 6,572 0.00 － 193 12介 2.68 4.00 9,720 5,640 ↓ 1.99 － ↑ 9,840 ↓ 4,770 1.90 － 9,846 4,517 △ 0.09 － 6 △ 253 1.99 － 10,325 4,737 0.00 － 485 △ 33医 9.29 － 24,960 19,920 ↓ 9.09 － － ↓ 24,000 ↓ 19,200 7.21 － 28,906 20,139 △ 1.88 － 4,906 939 7.56 － 30,338 21,317 △ 1.53 － 6,338 2,117後 1.92 － 5,520 3,960 ↑ 2.12 － － ↑ 6,720 ↑ 4,800 2.43 － 9,743 6,788 0.31 － 3,023 1,988 2.44 － 9,802 6,829 0.32 － 3,082 2,029介 2.49 － 7,320 3,840 － 2.49 － － ↑ 7,440 ↑ 4,320 2.09 － 10,819 4,964 △ 0.40 － 3,379 644 2.07 － 10,729 4,922 △ 0.42 － 3,289 602医 7.70 － 24,840 18,960 ↓ 7.60 － － ↑ 25,740 ↑ 19,380 7.07 － 28,378 19,771 △ 0.53 － 2,638 391 7.31 － 29,326 20,432 △ 0.29 － 3,586 1,052後 2.70 － 8,520 6,480 ↓ 2.62 － － ↑ 8,700 ↓ 6,300 2.27 － 9,136 6,365 △ 0.35 － 436 65 2.36 － 9,475 6,602 △ 0.26 － 775 302介 2.70 － 9,600 5,100 ↓ 2.57 － － ↑ 10,020 ↓ 4,920 2.07 － 10,729 4,922 △ 0.50 － 709 2 2.00 － 10,371 4,758 △ 0.57 － 351 △ 162医 7.58 11.00 25,300 19,000 － 7.58 － 11.00 － 25,300 － 19,000 7.12 － 28,567 19,903 3,267 903 7.14 － 28,645 19,958 3,345 958後 1.03 2.00 4,200 2,500 － 1.03 － 2.00 － 4,200 － 2,500 2.08 － 8,358 5,823 4,158 3,323 2.30 － 9,255 6,448 5,055 3,948介 1.55 4.50 7,300 4,500 － 1.55 － 4.50 － 7,300 － 4,500 1.98 － 10,254 4,704 2,954 204 1.95 － 10,130 4,648 2,830 148

平成３０年度各市町の料率設定と，県が示す市町村標準保険料率及び準統一保険料率に向けた各市町の調整状況制　度　改　革　後制　度　改　革　後制　度　改　革　後制　度　改　革　後

【資産割】平成33年度末で廃止（経過措置４年）

【資産割】平成35年度末で廃止※平成30年度は料率を据え置き

【資産割】平成33年度末で廃止（経過措置４年）廃止廃止廃止廃止
【資産割】平成35年度末で廃止※平成30年度は料率を据え置き

尾 道 市福 山 市府 中 市三 次 市

広 島 市
廃止廃止廃止廃止呉 市竹 原 市

統一保険料率ベース〔県が示す準統一の保険料率〕（Ｄ）所得割 資産割 差　引　（Ｄ）－（Ｂ）均等割 平等割

三 原 市

平成30年6～7月調査【本算定】差　引　（Ｃ）－（Ｂ）29年度（Ａ） 30年度〔各市町が設定した保険料率〕（Ｂ） 30年度〔県が示す市町村標準保険料率〕（Ｃ）
別紙１



所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割(％) (％) (円) (円) 前比 (％) 前比 (％) 前比 (円) 前比 (円) (％) (％) (円) (円) ポイントポイント (円) (円) (％) (％) (円) (円) ポイントポイント (円) (円)
平成３０年度各市町の料率設定と，県が示す市町村標準保険料率及び準統一保険料率に向けた各市町の調整状況制　度　改　革　後制　度　改　革　後制　度　改　革　後制　度　改　革　後 統一保険料率ベース〔県が示す準統一の保険料率〕（Ｄ）所得割 資産割 差　引　（Ｄ）－（Ｂ）均等割 平等割

平成30年6～7月調査【本算定】差　引　（Ｃ）－（Ｂ）29年度（Ａ） 30年度〔各市町が設定した保険料率〕（Ｂ） 30年度〔県が示す市町村標準保険料率〕（Ｃ）医 7.10 22.20 24,400 19,900 ↑ 7.21 ↓ 13.55 ↑ 26,300 ↓ 19,000 7.02 － 28,151 19,613 1,851 613 7.13 － 28,580 19,912 2,280 912後 2.10 8.00 6,700 5,600 ↑ 2.34 ↓ 4.40 ↑ 8,600 ↑ 6,200 2.29 － 9,196 6,407 596 207 2.30 － 9,234 6,434 634 234介 2.10 9.70 9,800 5,800 ↓ 1.95 ↓ 6.00 ↓ 9,500 ↓ 4,900 1.91 － 9,892 4,538 392 △ 362 1.95 － 10,107 4,637 607 △ 263医 6.59 15.68 23,870 26,740 ↑ 7.16 ↑ ↑ 25,579 ↓ 25,967 7.11 － 28,512 19,865 △ 0.05 － 2,933 △ 6,102 7.26 － 29,118 20,287 0.10 － 3,539 △ 5,680後 2.13 5.08 7,800 8,740 ↑ 2.30 ↓ ↑ 8,237 ↓ 8,362 2.29 － 9,194 6,406 △ 0.01 － 957 △ 1,956 2.34 － 9,408 6,555 0.04 － 1,171 △ 1,807介 2.49 8.08 9,730 7,600 ↓ 2.12 ↓ ↓ 8,097 ↓ 5,697 1.85 － 9,568 4,389 △ 0.27 － 1,471 △ 1,308 1.99 － 10,298 4,724 △ 0.13 － 2,201 △ 973医 5.50 16.00 24,900 23,200 ↑ 6.00 ↓ 10.67 ↑ 25,900 ↓ 22,200 7.00 － 28,068 19,555 2,168 △ 2,645 7.30 － 29,288 20,406 3,388 △ 1,794後 2.10 4.00 9,000 6,800 ↓ 1.96 ↓ 2.67 － 9,000 － 6,800 2.19 － 8,780 6,117 △ 220 △ 683 2.36 － 9,463 6,593 463 △ 207介 2.20 4.10 11,000 6,000 ↓ 2.18 ↓ 2.73 － 11,000 － 6,000 2.26 － 11,738 5,385 738 △ 615 2.00 － 10,358 4,752 △ 642 △ 1,248医 4.83 12.65 26,100 18,500 ↑ 5.47 ↓ 11.00 － 26,100 － 18,500 6.18 － 24,771 17,258 △ 1,329 △ 1,242 7.27 － 29,146 20,306 3,046 1,806後 1.54 4.17 8,000 5,700 ↑ 1.71 ↓ 3.55 － 8,000 － 5,700 1.93 － 7,744 5,396 △ 256 △ 304 2.34 － 9,417 6,561 1,417 861介 1.98 6.04 10,700 5,800 ↓ 1.90 ↓ 4.91 ↓ 10,600 ↓ 5,400 2.03 － 10,524 4,828 △ 76 △ 572 1.99 － 10,307 4,729 △ 293 △ 671医 5.30 9.00 28,500 22,500 ↑ 6.40 ↑ ↑ 30,200 － 22,500 6.73 － 26,986 18,802 0.33 － △ 3,214 △ 3,698 7.22 － 28,949 20,170 0.82 － △ 1,251 △ 2,330後 1.65 2.00 8,700 6,700 ↑ 1.76 ↓ － 8,700 － 6,700 1.91 － 7,687 5,356 0.15 － △ 1,013 △ 1,344 2.33 － 9,354 6,517 0.57 － 654 △ 183介 1.85 3.30 11,000 7,800 － 1.85 ↓ ↓ 10,000 ↓ 6,800 1.79 － 9,263 4,250 △ 0.06 － △ 737 △ 2,550 1.97 － 10,238 4,697 0.12 － 238 △ 2,103医 5.90 23.00 26,500 24,500 ↑ 7.33 ↑ ↑ 27,850 ↓ 22,560 6.97 － 27,957 19,478 △ 0.36 － 107 △ 3,082 7.22 － 28,962 20,178 △ 0.11 － 1,112 △ 2,382後 1.90 6.00 9,000 7,000 ↑ 2.36 ↓ ↓ 8,970 ↑ 7,270 2.23 － 8,966 6,247 △ 0.13 － △ 4 △ 1,023 2.33 － 9,358 6,520 △ 0.03 － 388 △ 750介 1.40 6.00 8,000 6,000 ↑ 1.91 ↓ ↑ 9,370 ↓ 4,980 1.81 － 9,371 4,299 △ 0.10 － 1 △ 681 1.98 － 10,242 4,699 0.07 － 872 △ 281医 6.00 23.00 26,000 18,000 ↑ 6.22 ↓ 20.00 ↑ 26,700 ↑ 18,900 7.13 － 28,598 19,925 1,898 1,025 7.31 － 29,304 20,417 2,604 1,517後 2.00 7.00 8,000 8,000 ↑ 2.08 ↓ 6.00 ↑ 8,200 ↓ 7,900 2.33 － 9,346 6,511 1,146 △ 1,389 2.36 － 9,468 6,597 1,268 △ 1,303介 2.20 1.00 7,500 7,000 － 2.20 － 1.00 ↑ 7,800 － 7,000 1.88 － 9,731 4,464 1,931 △ 2,536 2.00 － 10,363 4,755 2,563 △ 2,245医 6.10 11.90 28,600 23,300 － 6.10 － 11.90 － 28,600 － 23,300 6.74 － 27,035 18,836 △ 1,565 △ 4,464 7.23 － 28,986 20,195 386 △ 3,105後 1.90 3.00 8,300 6,400 － 1.90 － 3.00 － 8,300 － 6,400 2.39 － 9,604 6,691 1,304 291 2.33 － 9,366 6,525 1,066 125介 1.80 3.00 9,400 5,300 － 1.80 － 3.00 － 9,400 － 5,300 1.97 － 10,214 4,686 814 △ 614 1.98 － 10,251 4,703 851 △ 597

【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）
海 田 町熊 野 町

庄 原 市大 竹 市
【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）

【資産割】平成30年度中に検討※平成30年度は料率を据え置き
【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）【資産割】平成30年度中に検討※平成30年度は料率を据え置き

廃止廃止廃止廃止

廿 日 市 市

【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）

【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）

【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）府 中 町 【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）
【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）

坂 町江 田 島 市
廃止廃止廃止廃止廃止廃止廃止廃止



所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割 所得割 資産割 均等割 平等割(％) (％) (円) (円) 前比 (％) 前比 (％) 前比 (円) 前比 (円) (％) (％) (円) (円) ポイントポイント (円) (円) (％) (％) (円) (円) ポイントポイント (円) (円)
平成３０年度各市町の料率設定と，県が示す市町村標準保険料率及び準統一保険料率に向けた各市町の調整状況制　度　改　革　後制　度　改　革　後制　度　改　革　後制　度　改　革　後 統一保険料率ベース〔県が示す準統一の保険料率〕（Ｄ）所得割 資産割 差　引　（Ｄ）－（Ｂ）均等割 平等割

平成30年6～7月調査【本算定】差　引　（Ｃ）－（Ｂ）29年度（Ａ） 30年度〔各市町が設定した保険料率〕（Ｂ） 30年度〔県が示す市町村標準保険料率〕（Ｃ）医 6.00 30.00 21,500 16,000 ↑ 6.20 ↓ 25.00 ↑ 22,500 ↑ 16,600 6.41 － 25,728 17,925 3,228 1,325 7.10 － 28,488 19,848 5,988 3,248後 2.10 10.00 7,500 7,000 ↑ 2.20 ↓ 5.00 ↑ 8,000 － 7,000 2.28 － 9,162 6,383 1,162 △ 617 2.29 － 9,205 6,413 1,205 △ 587介 1.40 10.00 7,800 4,000 － 1.40 ↓ 0.00 ↓ 7,200 ↓ 3,300 1.38 － 7,180 3,294 △ 20 △ 6 1.94 － 10,075 4,622 2,875 1,322医 6.00 21.00 24,700 23,000 － 6.00 ↓ 17.00 ↑ 24,900 － 23,000 6.50 － 26,068 18,162 1,168 △ 4,838 7.28 － 29,186 20,334 4,286 △ 2,666後 1.60 6.00 6,400 6,000 ↑ 1.75 ↓ 4.90 ↑ 7,700 ↑ 6,500 2.01 － 8,061 5,616 361 △ 884 2.35 － 9,430 6,570 1,730 70介 1.50 8.30 9,400 5,200 － 1.50 ↓ 6.10 － 9,400 － 5,200 1.80 － 9,318 4,275 △ 82 △ 925 1.99 － 10,322 4,735 922 △ 465医 7.50 17.00 28,400 21,000 ↓ 7.00 ↑ ↓ 28,200 ↓ 19,600 7.05 － 28,279 19,703 0.05 － 79 103 7.14 － 28,651 19,962 0.14 － 451 362後 1.60 11.00 7,200 5,400 ↑ 2.00 ↓ ↑ 8,300 ↑ 5,900 2.35 － 9,426 6,567 0.35 － 1,126 667 2.30 － 9,257 6,450 0.30 － 957 550介 2.30 12.00 11,000 5,800 ↓ 1.60 ↓ ↓ 7,900 ↓ 3,900 1.80 － 9,351 4,290 0.20 － 1,451 390 1.95 － 10,133 4,649 0.35 － 2,233 749医 6.90 － 25,000 25,000 ↑ 7.05 － － ↑ 27,031 ↓ 19,690 7.05 － 28,262 19,690 0.00 － 1,231 0 7.40 － 29,686 20,683 0.35 － 2,655 993後 2.40 － 9,900 6,500 ↑ 2.42 － － ↓ 9,727 ↑ 6,777 2.42 － 9,727 6,777 0.00 － 0 0 2.39 － 9,592 6,683 △ 0.03 － △ 135 △ 94介 2.30 － 11,200 7,000 ↓ 2.05 － － ↓ 10,620 ↓ 4,872 2.05 － 10,620 4,872 0.00 － 0 0 2.03 － 10,499 4,817 △ 0.02 － △ 121 △ 55医 5.20 33.60 21,500 15,300 ↑ 5.40 ↓ 28.40 ↑ 22,900 ↑ 16,200 6.88 － 27,577 19,213 4,677 3,013 7.17 － 28,756 20,035 5,856 3,835後 2.00 12.90 8,200 5,900 － 2.00 ↓ 10.60 ↑ 8,500 ↑ 6,000 2.23 － 8,941 6,230 441 230 2.31 － 9,291 6,473 791 473介 1.00 8.30 5,300 2,700 － 1.00 ↓ 7.70 ↑ 5,900 ↑ 3,000 1.90 － 9,836 4,512 3,936 1,512 1.96 － 10,170 4,666 4,270 1,666医 6.55 10.00 22,900 16,200 ↑ 6.64 ↓ 8.33 ↑ 23,800 ↑ 16,790 6.33 － 25,395 17,693 1,595 903 7.05 － 28,277 19,701 4,477 2,911後 2.40 3.00 8,300 5,800 － 2.40 ↓ 2.50 ↑ 8,440 ↑ 5,900 2.24 － 8,981 6,257 541 357 2.27 － 9,136 6,366 696 466介 2.45 3.60 9,900 5,000 － 2.45 ↓ 3.00 ↑ 9,920 － 5,000 1.88 － 9,727 4,463 △ 193 △ 537 1.93 － 10,000 4,588 80 △ 412医 5.50 25.00 20,000 15,000 ↑ 5.55 ↓ 20.00 ↑ 20,900 ↑ 16,000 5.79 － 23,230 16,185 2,330 185 6.95 － 27,893 19,434 6,993 3,434後 1.40 7.70 5,100 4,500 － 1.40 ↓ 5.65 ↑ 5,300 ↑ 4,800 1.53 － 6,157 4,290 857 △ 510 2.24 － 9,012 6,279 3,712 1,479介 1.65 12.50 8,000 5,600 ↑ 1.70 ↓ 11.00 － 8,000 － 5,600 1.69 － 8,747 4,013 747 △ 1,587 1.90 － 9,864 4,526 1,864 △ 1,074
大崎上島町

廃止廃止廃止廃止北 広 島 町安芸高田市 【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）
【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）安芸太田町

【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）【資産割】平成36年６月議会で廃止（経過措置６年）【資産割】平成32年度末で廃止（経過措置３年）
【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）東 広 島 市

【資産割】平成35年度末で廃止（経過措置６年）

神石高原町 【資産割】平成36年６月議会で廃止（経過措置６年）【資産割】平成32年度末で廃止（経過措置３年）世 羅 町


